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　国保の届出一覧
こんなとき 持参するもの

国
保
に
加
入

す
る
と
き

他の市区町村から転入してきたとき 前住所地の市区町村が発行した転出証明書
職場の健康保険をやめたとき

資格喪失証明書など
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
生活保護を受けなくなったとき 印鑑

国
保
を
脱
退

す
る
と
き

他の市区町村に転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき

国保と職場の健康保険の両方の保険証
職場の健康保険の被扶養者になったとき
被保険者が死亡したとき 保険証、通帳、印鑑
生活保護を受けるようになったとき 保険証

そ
の
他
の
異
動

退職者医療制度の対象となったとき 保険証、年金証書、印鑑
鏡石町内で住所が変わったとき

保険証世帯主や氏名が変わったとき
世帯を分離したり、合併したりしたとき
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書、印鑑
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき 印鑑

※手続きの際、本人確認が必要となりますので、運転免許証など身分証明書をご持参ください

高
額
療
養
費
制
度
は
、
医
療
機

関
や
保
険
調
剤
薬
局
に
支
払
っ
た

医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
限
度
額

を
超
え
た
場
合
に
、
申
請
に
よ
り

限
度
額
を
超
え
た
分
が
給
付
さ
れ

る
制
度
で
す
。

◦
自
己
負
担
限
度
額

世
帯
内
の
被
保
険
者
の
年
齢
、

前
年
の
所
得
に
よ
っ
て
自
己
負
担

限
度
額
が
変
わ
り
ま
す
。
ま
た
、

過
去
の
支
給
回
数
に
よ
っ
て
も
変

わ
り
ま
す
の
で
、
下
表
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。　

（
平
成
27
年
１
月
診
療
分
以
降
）

◦
自
己
負
担
額
の
計
算
方
法

高
額
療
養
費
は
、
医
療
機
関
ご

と
に
入
院
・
外
来
別
、
医
科
・
歯

科
別
で
月
の
１
日
か
ら
末
日
ま
で

の
自
己
負
担
額
で
計
算
し
ま
す
。

計
算
に
含
ま
れ
る
の
は
、
保
険

適
用
内
の
も
の
に
限
ら
れ
る
の

で
、
食
事
代
や
差
額
ベ
ッ
ド
代
は

含
ま
れ
ま
せ
ん
。

◦
自
己
負
担
額
は
世
帯
内
で
合
算

　
で
き
ま
す

被
保
険
者
の
年
齢
に
よ
っ
て
、

合
算
で
き
る
範
囲
が
異
な
り
ま
す

が
、
合
算
し
て
限
度
額
を
超
え
た

分
が
、
給
付
さ
れ
ま
す
。

・
70
歳
未
満
の
被
保
険
者
の
み
の

世
帯同

じ
月
内
に
２
１
，
０
０
０
円

以
上
の
自
己
負
担
額
を
２
回
以
上

支
払
っ
た
場
合
、
合
算
の
対
象
に

な
り
ま
す
。

・
70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
被
保
険

者
の
み
世
帯

　

金
額
、
医
療
機
関
、
入
院
・
外

来
、
医
科
・
歯
科
区
別
な
く
合
算

の
対
象
に
な
り
ま
す
。

・
70
歳
未
満
と
70
歳
以
上
75
歳
未

満
の
被
保
険
者
が
い
る
世
帯

70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
の
限

度
額
を
計
算
し
、
70
歳
未
満
の
方

の
２
１
，
０
０
０
円
以
上
の
自
己

負
担
額
を
加
算
し
て
70
歳
未
満
の

世
帯
の
限
度
額
を
適
用
し
ま
す
。

◦
限
度
額
適
用
認
定
証
を
利
用
し

　
ま
し
ょ
う

　

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
医

療
機
関
な
ど
に
提
示
す
る
と
、
１

つ
の
医
療
機
関
等
で
の
支
払
い
が

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま

す
。
事
前
の
申
請
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
入
院
等
に
よ
り
医
療

費
が
高
額
に
な
る
場
合
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

税
務
町
民
課　

☎
62
－
２
１
１
２

修
学
中
の
鏡
石
町
国
保
加
入
者
に
は

「
学
生
特
例
」
の
保
険
証
を
交
付
し
ま
す

鏡
石
町
の
国
保
加
入
者
で
、
修

学
の
た
め
に
他
の
市
区
町
村
に
転

出
す
る
場
合
、
特
例
に
よ
り
引
き

続
き
鏡
石
町
の
国
保
に
加
入
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

住
所
は
鏡
石
町
外
に
な
り
ま
す

が
、
転
出
前
に
所
属
し
て
い
た
世

帯
の
国
保
加
入
者
と
な
り
ま
す
の

で
、
転
出
先
の
市
区
町
村
で
新
た

に
国
保
に
加
入
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

ま
た
、
国
保
税
は
転
出
前
に
所

属
し
て
い
た
世
帯
の
世
帯
主
に
課

税
さ
れ
ま
す
。

こ
の
特
例
を
受
け
る
に
は
、
次

の
と
お
り
手
続
き
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

◦
申
請
の
方
法

他
の
市
区
町
村
に
転
出
さ
れ
る

際
に
、
合
格
通
知
書
な
ど
の
合
格

し
た
こ
と
の
確
認
が
で
き
る
書
類

の
写
し
を
添
付
し
て
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。

ま
た
、
在
学
証
明
書
が
必
要
に

な
る
た
め
、
入
学
後
に
提
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

◦
保
険
証
の
更
新

在
学
中
の
「
㊫
」
の
保
険
証

は
、
毎
年
更
新
と
な
る
た
め
、
有

効
期
間
が
各
年
度
末
ま
で
と
な
り

ま
す
。
対
象
の
方
に
は
、
更
新
案

内
を
送
付
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご

覧
く
だ
さ
い
。

な
お
、
中
途
退
学
や
有
効
期
間

中
に
社
会
保
険
に
加
入
さ
れ
た
と

き
は
、
税
務
町
民
課
で
必
ず
届
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
卒
業
し
た
ら
届
出
を

卒
業
し
た
と
き
は
、必
ず
「
㊫
」

終
了
の
届
出
を
し
て
保
険
証
を
返

却
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
卒
業
予
定
年
度
を
越
え

て
在
学
す
る
と
き
や
大
学
院
な
ど

に
進
学
す
る
と
き
は
、
改
め
て
手

続
き
が
必
要
に
な
る
た
め
、
在
学

証
明
書
（
証
明
年
月
日
が
４
月
１

日
以
降
の
も
の
）
を
添
付
し
、
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
「
㊫
」
保
険
証
返
却
後
の
手
続
き

就
職
先
の
社
会
保
険
な
ど
に
加

入
す
る
場
合
を
除
き
、
引
き
続
き

国
保
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
、
住
所
登
録
さ
れ
て
い
る

市
区
町
村
で
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。

高
額
療
養
費
制
度

国
民
健
康
保
険
制
度
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、

病
気
や
ケ
ガ
に
備
え
て
、
加
入
者

み
ん
な
で
助
け
合
う
制
度
で
す
。

　
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入

し
て
い
る
場
合
や
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
移
行
し
た
場
合
、
生
活

保
護
を
受
け
て
い
る
場
合
以
外

は
、
す
べ
て
の
方
が
国
保
に
加
入

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
同
一
世
帯
内
に
健
康
保
険
の
異

動
が
あ
っ
た
方
が
い
る
場
合
は
、

異
動
後
14
日
以
内
に
届
出
を
し
て

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
届

出
に
必
要
な
書
類
に
つ
い
て
は
、

下
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◦
国
保
に
加
入
す
る
と
き

・
他
の
市
区
町
村
か
ら
の
転
入　

　

勤
務
先
の
健
康
保
険
な
ど
に
加

入
し
て
い
な
い
方
は
、
町
内
に
転

入
し
た
日
が
鏡
石
町
国
保
の
加
入

日
と
な
り
ま
す
。

・
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
を
脱
退

　

勤
務
先
を
退
職
し
て
国
保
に
加

入
す
る
場
合
は
、
退
職
日
の
翌
日

が
加
入
日
と
な
り
ま
す
。

◦
国
保
を
脱
退
す
る
と
き

・
他
の
市
区
町
村
へ
転
出

　

転
出
す
る
日
に
鏡
石
町
国
保
の

資
格
が
な
く
な
り
ま
す
。

・
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入

　

加
入
し
た
日
の
翌
日
に
国
保
の

資
格
が
な
く
な
り
ま
す
。

◦
加
入
の
届
出
が
遅
れ
る
と

　

加
入
す
る
資
格
が
で
き
た
月
の

分
ま
で
、
国
民
健
康
保
険
税
（
国

保
税
）
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
届
出

日
ま
で
の
医
療
費
は
、
特
別
な
理

由
が
な
い
限
り
全
額
自
己
負
担
と

な
り
ま
す
。

◦
脱
退
の
届
出
が
遅
れ
る
と

　

国
保
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
に

も
関
わ
ら
ず
、
届
出
が
遅
れ
、
国

保
の
保
険
証
を
使
用
し
て
診
察
を

受
け
る
人
が
い
ま
す
。 

こ
の
場

合
、
国
保
か
ら
支
払
わ
れ
た
医
療

費
は
お
返
し
い
た
だ
き
ま
す
。

　

年
度
の
途
中
で
健
康
保
険
に
異

動
が
あ
っ
た
方
の
国
保
税
は
月
割

で
計
算
さ
れ
ま
す
。
国
保
に
加
入

す
る
と
き
は
加
入
す
る
方
の
前
年

の
所
得
に
よ
り
、
加
入
し
た
月
か

ら
国
保
税
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
社
会
保
険
加
入
等
に

よ
り
、
脱
退
し
た
場
合
は
、
加
入

し
た
前
の
月
ま
で
の
国
保
税
が
再

計
算
さ
れ
、
申
請
し
た
翌
月
に
変

更
後
の
納
税
通
知
書
が
送
付
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◦
国
保
税
を
滞
納
す
る
と

　

国
保
税
を
滞
納
す
る
と
次
の
よ

う
な
滞
納
措
置
が
と
ら
れ
ま
す
。

①
督
促
・
催
告
を
受
け
た
り
、
延

　

滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

②
有
効
期
間
の
短
い
「
短
期
被
保

　

険
者
証
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

③
「
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」
が

　

交
付
さ
れ
ま
す
。（
こ
の
と
き
、

　

か
か
っ
た
医
療
費
は
一
旦
全
額

　

自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。）

④
国
保
の
給
付
の
全
部
ま
た
は
一

　

部
が
滞
納
し
て
い
る
保
険
税
に

　

充
て
ら
れ
ま
す
。

※
こ
の
ほ
か
に
、
財
産
の
差
し
押

さ
え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
行
う
場

合
が
あ
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
の

届
出
に
つ
い
て

届
出
が
遅
れ
る
と

国
保
税
に
つ
い
て

〈被保険者が 70歳未満のみの世帯〉
所得区分 ３回目までの自己負担限度額 ４回目以降の自己負担

限度額（月額）※１
所得※２が 901万円を
超える上位所得者

252,600 円＋（医療費－
842,000 円）×１％ 140,100 円

所得が 600 万 円を超え
901万円以下の上位所得者

167,400 円＋（医療費－
558,000 円）×１％ 93,000 円

所得が 210万円を超え
600万円以下の一般

80,100 円＋（医療費－
267,000 円）×１％ 44,400 円

所得が210万円以下の一般
（住民税非課税世帯を除く） 57,600 円 44,400 円

住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円

〈被保険者が 70歳以上 75歳未満のみの世帯〉
所得区分 外来限度額

（個人単位） 外来+入院（世帯単位）

現役並み所得者※高齢受給
者証の負担割合が３割の人 44,000 円

80,100 円 +（医療費－
267,000 円）× 1％
※4回目以降は44,400円

一　般 12,000 円 44,400 円

低所得者Ⅱ※世帯主と加入者
全員が住民税非課税の世帯 8,000 円 24,600 円

低所得者Ⅰ※世帯主と加入者全員が
住民税非課税かつ所得が０円の世帯 8,000 円 15,000 円

※１過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額　※２所得＝総所得金額－基礎控除


